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甲第42号議案

令和５年度佐賀県一般会計補正予算（第４号）

令和５年度佐賀県の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,890,780千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ561,526,442千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は､「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。

令 和 ５ 年 ９ 月 13 日 提 出

佐賀県知事 山 口 祥 義
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

2

款 項
補 正 前 の
予 定 額

補 正 額 計

４ 地方特例交付金

千円

539,000

千円

14,294

千円

553,294

１ 地方特例交付金 539,000 14,294 553,294

５ 地方交付税 155,171,665 △280,007 154,891,658

１ 地方交付税 155,171,665 △280,007 154,891,658

７
分担金及び
負 担 金 1,486,105 10,277 1,496,382

２ 負 担 金 1,427,331 10,277 1,437,608

９ 国庫支出金 85,298,891 848,375 86,147,266

１ 国庫負担金 39,646,592 15,303 39,661,895

２ 国庫補助金 44,362,172 830,823 45,192,995

３ 委 託 金 1,290,127 2,249 1,292,376

10 財 産 収 入 1,546,943 53,712 1,600,655

１ 財産運用収入 315,219 10 315,229

２ 財産売払収入 1,231,724 53,702 1,285,426

11 寄 附 金 1,320,005 957 1,320,962

１ 寄 附 金 1,320,005 957 1,320,962

12 繰 入 金 20,728,584 △2,269,899 18,458,685
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款 項
補 正 前 の
予 定 額

補 正 額 計

１ 特別会計繰入金

千円

10,342,090

千円

△1,700,000

千円

8,642,090

２ 基金繰入金 10,386,494 △569,899 9,816,595

13 繰 越 金 100 10,974,040 10,974,140

１ 繰 越 金 100 10,974,040 10,974,140

14 諸 収 入 77,957,289 725,031 78,682,320

３ 貸付金元利収入 72,388,464 2,864 72,391,328

４ 受託事業収入 659,004 12,367 671,371

７ 雑 入 2,199,258 709,800 2,909,058

15 県 債 48,773,000 △186,000 48,587,000

１ 県 債 48,773,000 △186,000 48,587,000

歳 入 合 計 551,635,662 9,890,780 561,526,442



歳 出

4

款 項
補 正 前 の
予 定 額

補 正 額 計

２ 総 務 費

千円

37,907,309

千円

5,840,973

千円

43,748,282

１ 総務管理費 10,657,653 5,488,000 16,145,653

２ 企 画 費 18,648,245 322,132 18,970,377

６ 防 災 費 2,203,764 25,000 2,228,764

７ 統計調査費 284,683 5,841 290,524

３ 民 生 費 56,321,832 157,474 56,479,306

１ 社会福祉費 34,581,942 41,919 34,623,861

２ 児童福祉費 19,734,713 113,475 19,848,188

４ 災害救助費 30,781 2,080 32,861

４ 衛 生 費 40,907,019 2,974,253 43,881,272

１ 公衆衛生費 23,229,672 668,793 23,898,465

２ 環境衛生費 3,517,829 △41,676 3,476,153

４ 医 薬 費 12,455,235 2,347,136 14,802,371

５ 労 働 費 1,468,152 36,151 1,504,303

１ 労 政 費 508,430 34,732 543,162

２ 職業訓練費 892,059 1,419 893,478

６ 農林水産業費 31,417,379 230,254 31,647,633
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款 項
補 正 前 の
予 定 額

補 正 額 計

１ 農 業 費

千円

10,400,030

千円

125,576

千円

10,525,606

２ 畜 産 業 費 2,217,319 261 2,217,580

３ 農 地 費 11,255,352 73,637 11,328,989

４ 林 業 費 5,225,253 1,000 5,226,253

５ 水 産 業 費 2,319,425 29,780 2,349,205

７ 商 工 費 85,754,367 540,029 86,294,396

２ 工 鉱 業 費 82,617,180 479,479 83,096,659

３ 観 光 費 1,119,439 60,550 1,179,989

８ 土 木 費 56,030,569 66,149 56,096,718

２ 道路橋りょう費 26,952,191 32,448 26,984,639

４ 港 湾 費 2,350,696 33,701 2,384,397

10 教 育 費 94,066,823 45,497 94,112,320

１ 教育総務費 13,806,479 22,947 13,829,426

４ 高等学校費 20,676,310 932 20,677,242

６ 社会教育費 3,353,228 15,433 3,368,661

７ 保健体育費 3,597,104 6,185 3,603,289

歳 出 合 計 551,635,662 9,890,780 561,526,442



第２表 債務負担行為補正

追 加

6

事 項 期 間 限 度 額

（滑走路延長整備事業に係る委託契約）

九州佐賀国際空港の滑走路延長のための

環境影響評価に係る委託契約

令和６年度

千円

16,863

（肥前鹿島駅広域交流拠点施設の整備に

係る実施設計等の委託契約）

肥前鹿島駅広域交流拠点施設の整備に係

る運営者調査及び実施設計等の委託契約

令和６年度～

令和７年度

計 ２ 年

111,294

（ＳＡＧＡ２０２４開催に係る負担金）

ＳＡＧＡ２０２４開催に伴う国民スポー

ツ大会における記録処理に必要な経費に

対する負担金

令和６年度 37,184

（ＳＡＧＡ２０２４開催に係る負担金）

ＳＡＧＡ２０２４開催に伴う服飾等の調

達に必要な経費に対する負担金

令和６年度 56,094

（道路情報提供装置等整備推進事業の請

負契約）

道路情報提供装置等整備推進事業に伴う

道路情報板製作設置工事のための請負契

約

令和６年度 187,200

（マイクロソフトのライセンス使用許諾

契約）

県立学校の教職員及び生徒が使用するマ

イクロソフトのライセンス使用許諾契約

令和６年度 41,309

（ヘルプデスク業務の委託契約）

県立学校のＩＣＴ活用教育に係るヘルプ

デスク業務の委託契約

令和６年度 167,663



第３表 繰越明許費補正

追 加

7

款 項 事 業 名 金 額

６ 農林水産業費 ３ 農 地 費 県営経営体育成基盤整備事業費

千円

52,000

農地中間管理機構関連農地整備
事業費 172,100

農地防災交付金事業費 294,500

農村地域防災減災事業費 150,740

４ 林 業 費 森林基盤整備交付金事業費 55,400

渓流等県土保全緊急対策事業費 30,000

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 道路橋りょう受託事業費 288,100

道路橋りょう補助事業費 643,211

道路橋りょう保全費 65,100

３ 河 川 海 岸 費 河川局部改築費 77,030

通常砂防費 213,700

砂防施設等整備交付金事業費 20,200

水防情報施設整備費 204,000

５ 都 市 計 画 費 街路整備交付金事業費 80,300

無電柱化推進計画事業費 199,400

街路整備事業費 228,500
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款 項 事 業 名 金 額

６ 住 宅 費 住宅建設整備事業費
千円

185,768

計 2,960,049



変 更

9

款 項 事 業 名
金 額

補 正 前 補 正 後

８ 土 木 費
２

道 路
橋りょう費 道路整備交付金事業費

千円

430,400

千円

1,348,100

３ 河川海岸費 広域河川改修費 220,200 599,000

河川整備交付金事業費 100,200 325,900

計 750,800 2,273,000



第４表 地方債補正

10

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額
起 債 の
方 法

利率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利率
償還の
方 法

千円 千円

１ 公 共 事 業 等

教育・福祉施設
４

等 整 備 事 業

社会福祉施設
(2)

整 備 事 業

５ 一般単独事業

(1) 一 般 事 業

緊急防災・
(5)

減 災 事 業

公共施設等
(6)

適正管理事業

緊急自然災害
(7)

防 止 事 業

６ 行政改革推進

７ 臨時財政対策

15,975,000

861,000

34,000

18,570,000

5,872,000

830,000

2,682,000

1,333,000

4,787,000

1,962,000

１

２

３

４

普通貸借
又は証券
発行（他
の地方公
共団体と
の共同発
行を含む。）

政府、銀
行等から
借入れ

令和５年
度とし、
借入先と
協議ただ
し、繰り
越して借
り入れる
ことがで
きる。

発行価格
が額面金
額を下回
るときは、
その発行
差額をう
めるため
必要な金
額をこれ
に加算し
た額とす
ることが
できる。

年
9.0％
以内

ただし、
利率見
直し方
式で借
り入れ
る資金
につい
て、利
率の見
直しを
行った
後にお
いては、
当該見
直し後
の利率

１

２

３

償還期間
は、50年
以内（30
年以内の
据置期間
を含む。）

償還方法
は、元利
均等、元
金均等又
は満期一
括等

県財政の
都合によ
り、繰上
償還、償
還年限の
短縮又は
借換えを
すること
ができる。

16,010,000

844,000

17,000

18,779,000

6,033,000

863,000

2,681,000

1,349,000

4,819,000

1,517,000

補正前

に

同じ。

補正前

に

同じ。

補正前

に

同じ。

計 48,773,000 48,587,000



甲第43号議案

令和５年度佐賀県小規模企業者等設備導入等事業支援

特別会計補正予算（第２号）

令和５年度佐賀県の小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、｢第１表歳入歳出予算補正｣による。

令 和 ５ 年 ９ 月 13 日 提 出

佐賀県知事 山 口 祥 義
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 出

12

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１
小規模企業者等設備
導入等事業支援貸付金

千円

8,144

千円

1,617

千円

9,761

２ 貸付事務費 6,016 1,617 7,633

５ 予 備 費 61,193 △1,617 59,576

１ 予 備 費 61,193 △1,617 59,576

歳 出 合 計 261,940 261,940



甲第44号議案

令和５年度佐賀県財政調整積立金特別会計

補正予算（第１号）

令和５年度佐賀県の財政調整積立金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,488,000千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ13,288,361千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令 和 ５ 年 ９ 月 13 日 提 出

佐賀県知事 山 口 祥 義
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

14

款 項 補正前の額 補 正 額 計

12 繰 入 金

千円

7,800,000

千円

5,488,000

千円

13,288,000

２ 一般会計繰入金 5,488,000 5,488,000

歳 入 合 計 7,800,361 5,488,000 13,288,361

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 財政調整積立金

千円

361

千円

5,488,000

千円

5,488,361

１ 財政調整積立金 361 5,488,000 5,488,361

歳 出 合 計 7,800,361 5,488,000 13,288,361



甲第45号議案

令和５年度佐賀県土地取得特別会計

補正予算（第２号）

令和５年度佐賀県の土地取得特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,700,000千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ238,072千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令 和 ５ 年 ９ 月 13 日 提 出

佐賀県知事 山 口 祥 義
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

16

款 項 補正前の額 補 正 額 計

12 繰 入 金

千円

1,700,000

千円

△1,700,000

千円

２ 基金繰入金 1,700,000 △1,700,000

歳 入 合 計 1,938,072 △1,700,000 238,072

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 繰 出 金

千円

1,938,072

千円

△1,700,000

千円

238,072

１ 一般会計繰出金 1,700,000 △1,700,000

歳 出 合 計 1,938,072 △1,700,000 238,072



甲第46号議案

令和５年度佐賀県国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）

令和５年度佐賀県の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,102,644千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ88,114,298千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は､「第１表歳入歳出予算補正」による。

令 和 ５ 年 ９ 月 13 日 提 出

佐賀県知事 山 口 祥 義
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

18

款 項 補正前の額 補 正 額 計

10 財 産 収 入

千円

1,230

千円

△249

千円

981

１ 財産運用収入 1,230 △249 981

12 繰 入 金 6,090,230 △259,051 5,831,179

２ 基金繰入金 697,845 △259,051 438,794

13 繰 越 金 5,763 987,409 993,172

１ 繰 越 金 5,763 987,409 993,172

14 諸 収 入 31,151,412 374,535 31,525,947

５ 雑 入 31,151,412 374,535 31,525,947

歳 入 合 計 87,011,654 1,102,644 88,114,298

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１
国民健康保険
事 業 費

千円

86,711,654

千円

1,102,644

千円

87,814,298

１
国民健康保険
事 業 費 86,711,654 1,102,644 87,814,298

歳 出 合 計 87,011,654 1,102,644 88,114,298



甲第47号議案

令和５年度佐賀県工業用水道事業会計

補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 令和５年度佐賀県工業用水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。

（資本的収入の補正）

第２条 令和５年度佐賀県工業用水道事業会計予算第４条に定めた資本的収入の予

定額を次のとおり補正し、同条本文括弧書中「125,659千円」を「113,459千円」

に、「114,234千円」を「102,034千円」に改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資本的収入 0千円 12,200千円 12,200千円

第１項 企 業 債 0千円 6,100千円 6,100千円

第２項 出 資 金 0千円 6,100千円 6,100千円

（企 業 債）

第３条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

工業用水道事業 6,100千円 １ 普通貸借又は証券発行

２ 政府、銀行等から借入れ

３ 令和５年度とし、借入先

と協議

ただし、繰り越して借り

入れることができる。

４ 発行価格が額面金額を下

回るときは、その発行差

額をうめるため必要な金

額をこれに加算した額と

することができる。

年9.0％以内

ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見

直しを行った後

においては、当

該見直し後の利

率

１ 償還期間は、30年以内

（５年以内の据置期間を

含む。）

２ 償還方法は、元利均等、

元金均等又は満期一括等

３ 東部工業用水道局の都合

により、繰上償還、償還

年限の短縮又は借換えを

することができる。



令 和 ５ 年 ９ 月 13 日 提 出

佐賀県知事 山 口 祥 義
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